










ロ．会社の機関及び内部統制の仕組み 

  

ハ．内部統制システムの整備の状況 

  当社は、平成18年６月30日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を決議しており、当該基本

方針に基づく現在の主な整備状況は下記のとおりであります。 

  

ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１）代表取締役を議長とするコンプライアンス・リスク管理会議を設置し、法令及び定款遵守の周知徹底と実

行を図る体制を構築しております。 

２）取締役、監査役及び従業員その他当社の業務に従事する者を対象とした内部通報制度を整備しておりま

す。その制度では守秘義務を負う通報委員会を通報先とし、通報者に対する不利益な取扱を禁止し、法令

等違反行為を未然に防止または速やかに認識するための実効性を確保しております。 

３）当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施しており、内部監査を通じて各

部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適法性

を確保しております。 

  

ｂ．財務報告の適正性を確保する体制 

１）取締役及び従業員は「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守した業務執行により財務報告の適正性

を確保しております。 

２）取締役、監査役及び従業員は、財務報告の適正性を確保するための体制の円滑な運営を実行しておりま

す。 

３）内部監査室は、財務報告の適正性を確保する体制の運用を監査しております。 
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ｃ．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制 

１）取締役の職務に係る情報・文書は、「文書管理規程」をはじめとする諸規程及びそれに関する各情報管理

体制マニュアルに従い適切に保存及び管理の運用を実施しております。 

２）これらの情報については、内部監査室による内部監査等により、保存及び管理が適切になされていること

を確認しております。 

  

ｄ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

１）当社は、「当社におけるリスク管理のあり方」を策定し、各種リスクを統括管理するための体制を明確に

しております。 

２）当社は、同方針に基づき、経営上のリスクを分類・定義し、リスクの種類毎に担当部門がリスク状況の把

握・分析等を行い、コンプライアンス・リスク管理会議によって各種のリスクを統括管理する体制を整備

しており、リスク種類毎の管理及び対策はコンプライアンス・リスク管理会議にて明確にし、管理してお

ります。 

３）代表取締役社長直属の内部監査室が内部監査計画に基づき監査を担当しており、内部監査室は必要に応

じ、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改定を行っております。 

  

ｅ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月２回開

催しております。第１回開催を業績取締役会とし、第２回を定時取締役会とし、必要に応じて臨時に取締

役会を開催しております。なお、取締役会の権限範囲等は、「取締役会規程」において明確にしておりま

す。 

２）取締役による効率的な業務運営を確保するため、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」及

び「業務分掌（職務権限）明細表」を定め、その他社内規程を整備しております。 

３）取締役、各本部長を主な構成員とする経営会議を設置して毎月１回開催しております。経営会議は、業績

取締役会及び定時取締役会付議事項の討議、諮問を実施し、各取締役会への報告・提案の取りまとめを行

っております。 

  

ｆ．会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

該当する親会社及び子会社はありません。 

  

ｇ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使

用人の取締役からの独立性に関する事項 

１）当社は監査役の要請がある場合には、監査役の職務を補助する使用人を選任できることとしております。

２）当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要としております。 

  

ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

１）取締役会の他、経営会議等重要な会議に監査役は出席しており、取締役から業務執行状況の報告を受けて

おります。 

２）前記の重要な会議に付議されない重要な社内稟議、決裁書及び報告書等について、監査役は閲覧し、必要

に応じ内容の説明を受けております。 

３）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、

法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制度に基づき通報された事実、

その他監査役監査のため求められた事項を監査役に報告しております。 

  

ｉ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

１）代表取締役及び内部監査室長は監査役監査の環境整備等について、監査役との十分な協議、検討の機会を

設け、監査の実効性確保に努めております。 

２）監査役は監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について要請をしております。 

３）内部監査部門である内部監査室、法令遵守及び各種リスクの統括管理を担当する部門は、監査役と定期的

に会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換しております。 

４）監査役が監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士その他の外部アドバイザーを任用することがで

きることとしております。 

  

2010/04/21 17:19:0809621867_有価証券報告書_20100421171845

- 24 -



ｊ．反社会的勢力による被害防止のための基本方針 

１）当社は、企業の社会的責任を果たし、企業防衛を図るため、反社会的勢力との関係を一切遮断します。 

２）当社は、反社会的勢力による不当要求がなされた場合、法的手段を持って毅然とした態度で対応します。

３）当社は、「反社会的勢力との関係を遮断するための体制」を反社会的勢力対応マニュアル等に基づき、組

織的に対応します。 

４）当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、平素から外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、反社

会的勢力による不当要求がなされた場合にその対応方法を相談または対応を要請します。 

５）当社は、いかなる理由があっても、反社会的勢力との裏取引、資金提供等一切の便宜を図る行為をいたし

ません。 

６）当社は、取締役、監査役及び従業員に対し、定期的に「反社会的勢力との関係を遮断するための体制」に

ついて注意喚起を行い、周知を図ります。 

  

ｋ．反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況 

１）当社は、管理本部長の下、対応統括部署として総務グループが反社会的勢力からの不当要求防止に努めて

おります。 

 ２）当社は、弁護士及び警察ＯＢとの顧問契約を結び、専門機関との連携を図っております。 

３）当社は、総務グループにおいて管理本部長と共同して、弁護士から適宜、指導、アドバイスを受け、不良

情報をデータベース化し、必要に応じて取締役会にその内容を報告し、各部署で対応を検討するとともに

コンプライアンス・リスク管理会議においても検討しております。 

４）当社は、反社会的勢力対応マニュアルを全社員に配布し、周知を図っております。 

５）当社は、総務グループが社内研修等の場において定期的に注意喚起を行っております。 

  

ニ．内部監査及び監査役監査の状況 

  内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室の室長１名及び室員１名が、「内部監査規程」に基づき実施し

ており、代表取締役の承認を得た各部門の内部監査計画書を策定し、各部門の業務状況が法令や規程等に則り遂

行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から監査し、業務改善・効率性の向上のた

め必要な助言を行っており、その監査結果を代表取締役社長に報告しております。 

  監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。また代表取締役と定期的に会合し、取締役

の職務執行について適法性並びに妥当性を監査しております。 

  内部監査室長と監査役は、それぞれの年度毎に監査計画の立案に際し、相互に助言を行っており、また監査の

際の監査報告書に関しては、相互の情報交換及び意見の交換を行い、情報の共有化を図る事により、効率的な監

査実施に努めております。 

  内部監査室並びに監査役は、会計監査人と相互の情報交換及び意見の交換を行い、監査課題等について認識の

共通化を深め、必要に応じて会計監査人より助言指導を仰いでおります。 

  

ホ．会計監査の状況 

  当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立した立場から公正妥当な会計監査を受けておりま

す。 

  当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。 

近藤康仁（指定社員  業務執行社員）、中畑孝英（指定社員  業務執行社員） 

  会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他８名であります。 

  なお、継続監査年数については、７年以内であるため記載を省略しております。 

  

② リスク管理体制の整備の状況 

  当社はリスク管理を経営上の極めて重要な活動と認識しております。なかでも、法令遵守及び社内規範に関する

リスク管理は特に重要であると認識しており、コンプライアンス・リスク管理会議を設置し、コンプライアンス・

リスク管理の徹底を図っております。 

  また個人情報の管理につきましては、「個人情報保護規程」を制定し、厳正な取り扱いを期し、法令違反等への

抑止効果及びリスク回避の目的で、「内部通報制度規程」を設けてリスク管理体制の整備・強化を図っておりま

す。 

  

2010/04/21 17:19:0809621867_有価証券報告書_20100421171845

- 25 -



③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

イ．社外取締役との関係 

  当社においては社外取締役はおりません。 

  

ロ．社外監査役との関係 

  当社の全ての監査役は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、市川邦彦は4,692株、横田成昭は

4,794株、金井博基は3,125株、各々当社株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取

引関係その他の利害関係はありません。 

  

④ 役員報酬の内容 

  

⑤ 責任限定契約の締結 

イ．社外監査役 

  当社と各社外監査役は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第１項の

賠償責任を、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しています。 

  

ロ．会計監査人 

  当社と会計監査人であるあずさ監査法人は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社

法第423条第１項の賠償責任を、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しています。 

  

⑥ 取締役の選任 

  当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。 

  

⑦ 取締役の定数 

  当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。 

  

⑧ 株主総会の特別決議要件 

  当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。 

  

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由 

イ．自己の株式の取得 

  当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市

場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

  

ロ．中間配当 

  当社は、取締役会決議により毎年７月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めており

ます。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。 

  

取締役に支払った報酬 62,317千円 

（うち社外取締役） （－千円） 

監査役に支払った報酬 17,472千円 

（うち社外監査役） （17,472千円） 

 計 79,789千円 
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ハ．取締役及び監査役の責任免除 

  当社は、会社法第426条第１項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、同法第423条

第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任

を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂

行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするも

のであります。 

  

ニ．会計監査人の責任免除 

  当社は、会社法第426条第１項の規定により、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって、同法第423条

第１項の行為に関する会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の責任を、法令の限度において免除するこ

とができる旨定款に定めております。これは、会社法の施行に伴い、会計監査人が新たに株主代表訴訟の対象と

されたことから、取締役及び監査役とのバランスを考慮したためであります。 

  

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

②【その他重要な報酬の内容】 

  該当事項はありません。 

  

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

  該当事項はありません。 

  

④【監査報酬の決定方針】 

  当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の規模及び

業務の性質等を勘案し、監査法人との協議により決定しております。 

  

（２）【監査報酬の内容等】

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報酬 
（千円） 

非監査業務に基づく報酬
（千円） 

監査証明業務に基づく報酬
（千円） 

非監査業務に基づく報酬
（千円） 

 －  －  21,000  －
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１．財務諸表の作成方法について 

  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、前事業年度（平成20年２月１日から平成21年１月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成21年２月１日から平成22年１月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成20年２月１日から平成21年１月31

日まで）及び当事業年度（平成21年２月１日から平成22年１月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人によ

り監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表について 

  当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  

第５【経理の状況】
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１【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 662,971 513,187

受取手形 13,142 4,532

売掛金 546,863 323,764

仕掛品 3,565 1,329

原材料及び貯蔵品 1,261 2,589

前払費用 19,172 34,685

繰延税金資産 71,821 －

未収入金 84,698 56,003

未収消費税等 － 62,600

その他 16,147 5,947

貸倒引当金 △3,800 △2,000

流動資産合計 1,415,843 1,002,641

固定資産   

有形固定資産   

建物 60,645 75,813

減価償却累計額 △30,706 ※1  △47,597

建物（純額） 29,939 28,216

構築物 1,677 1,677

減価償却累計額 △1,575 △1,595

構築物（純額） 101 82

工具、器具及び備品 25,963 27,737

減価償却累計額 △16,258 ※1  △18,640

工具、器具及び備品（純額） 9,705 9,097

土地 66,839 62,449

有形固定資産合計 106,586 99,845

無形固定資産   

ソフトウエア 25,623 17,803

電話加入権 1,654 1,654

無形固定資産合計 27,277 19,457

投資その他の資産   

投資有価証券 681 638

出資金 1,250 1,250

長期前払費用 605 595

繰延税金資産 29,479 －

敷金及び保証金 155,286 134,682

その他 5,846 6,575

貸倒引当金 △432 △432

投資その他の資産合計 192,717 143,309

固定資産合計 326,581 262,612

資産合計 1,742,425 1,265,253
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 45,592 119,892

1年内償還予定の社債 50,000 －

未払金 182,482 84,866

未払費用 26,445 19,888

未払法人税等 63,755 4,238

未払消費税等 53,665 －

預り金 10,447 11,215

前受収益 36 26

賞与引当金 127,142 －

事務所移転費用引当金 － 27,532

その他 537 757

流動負債合計 560,105 368,418

固定負債   

長期借入金 71,678 391,871

退職給付引当金 69,281 60,741

その他 4,446 3,086

固定負債合計 145,405 455,698

負債合計 705,510 824,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 237,087 237,087

資本剰余金   

資本準備金 167,137 167,137

資本剰余金合計 167,137 167,137

利益剰余金   

利益準備金 10,460 10,460

その他利益剰余金   

別途積立金 40,000 40,000

繰越利益剰余金 582,485 △13,289

利益剰余金合計 632,945 37,170

自己株式 △200 △200

株主資本合計 1,036,970 441,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55 △58

評価・換算差額等合計 △55 △58

純資産合計 1,036,914 441,137

負債純資産合計 1,742,425 1,265,253
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 5,293,000 3,301,079

売上原価 3,697,978 2,213,591

売上総利益 1,595,021 1,087,487

販売費及び一般管理費 ※1  1,246,727 ※1  1,805,056

営業利益又は営業損失（△） 348,294 △717,568

営業外収益   

受取利息 365 189

受取配当金 84 74

受取手数料 886 873

研修教材料 1,412 922

受取地代家賃 950 640

保険配当金 1,488 3,376

助成金収入 1,603 196,782

その他 480 3,446

営業外収益合計 7,271 206,305

営業外費用   

支払利息 2,233 6,638

社債利息 942 79

社債保証料 581 46

コミットメントフィー － 1,200

その他 1,377 2,389

営業外費用合計 5,135 10,354

経常利益又は経常損失（△） 350,430 △521,617

特別利益   

前期損益修正益 － ※2  143,517

特別利益合計 － 143,517

特別損失   

固定資産除却損 ※3  1,046 ※3  26

投資有価証券評価損 999 －

事務所移転費用引当金繰入額 － 27,532

減損損失 － ※4  14,140

特別損失合計 2,046 41,700

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 348,384 △419,799

法人税、住民税及び事業税 129,315 4,159

法人税等調整額 20,294 101,263

法人税等合計 149,609 105,422

当期純利益又は当期純損失（△） 198,774 △525,222
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【売上原価明細書】

    
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    3,290,016  88.9  1,923,560  87.0

Ⅱ 経費 ※２  411,528  11.1  287,795  13.0

当期総製造費用    3,701,544  100.0  2,211,355  100.0

期首仕掛品たな卸高   －  3,565

  合計    3,701,544  2,214,921

期末仕掛品たな卸高    3,565  1,329

当期売上原価    3,697,978  2,213,591

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

  １  原価計算の方法 

実際原価に基づく個別原価計算 

  １  原価計算の方法 

同左 

※２  主な内訳は次のとおりであります。 ※２  主な内訳は次のとおりであります。 

賃借料  千円239,684

旅費交通費  千円130,562

賃借料 千円150,153

旅費交通費 千円107,664
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 237,087 237,087

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 237,087 237,087

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 167,137 167,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 167,137 167,137

資本剰余金合計   

前期末残高 167,137 167,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 167,137 167,137

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,460 10,460

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,460 10,460

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 40,000 40,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 40,000 40,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 463,084 582,485

当期変動額   

剰余金の配当 △79,373 △70,552

当期純利益又は当期純損失（△） 198,774 △525,222

当期変動額合計 119,400 △595,774

当期末残高 582,485 △13,289

利益剰余金合計   

前期末残高 513,544 632,945

当期変動額   

剰余金の配当 △79,373 △70,552

当期純利益又は当期純損失（△） 198,774 △525,222

当期変動額合計 119,400 △595,774

当期末残高 632,945 37,170
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

自己株式   

前期末残高 △149 △200

当期変動額   

自己株式の取得 △51 －

当期変動額合計 △51 －

当期末残高 △200 △200

株主資本合計   

前期末残高 917,620 1,036,970

当期変動額   

剰余金の配当 △79,373 △70,552

当期純利益又は当期純損失（△） 198,774 △525,222

自己株式の取得 △51 －

当期変動額合計 119,349 △595,774

当期末残高 1,036,970 441,195

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △295 △55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 239 △2

当期変動額合計 239 △2

当期末残高 △55 △58

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △295 △55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 239 △2

当期変動額合計 239 △2

当期末残高 △55 △58

純資産合計   

前期末残高 917,325 1,036,914

当期変動額   

剰余金の配当 △79,373 △70,552

当期純利益又は当期純損失（△） 198,774 △525,222

自己株式の取得 △51 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 239 △2

当期変動額合計 119,589 △595,777

当期末残高 1,036,914 441,137
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 348,384 △419,799

減価償却費 14,558 18,472

長期前払費用償却額 402 166

減損損失 － 14,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,743 △127,142

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 27,532

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,578 △8,539

受取利息及び受取配当金 △449 △264

支払利息 2,233 6,638

社債利息 942 79

投資有価証券評価損益（△は益） 999 －

固定資産除却損 1,046 26

助成金収入 － △196,782

未収入金の増減額（△は増加） △25,092 68,850

売上債権の増減額（△は増加） 1,852 231,707

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,228 907

未収消費税等の増減額（△は増加） － △62,600

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,844 △53,665

未払金の増減額（△は減少） 112,469 △97,615

その他 △13,014 △13,580

小計 393,524 △613,267

利息及び配当金の受取額 449 264

利息の支払額 △3,670 △7,045

助成金の受取額 － 156,666

法人税等の支払額 △165,262 △62,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,041 △525,506

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,000 －

定期預金の払戻による収入 48,000 75,000

有形固定資産の取得による支出 △19,348 △17,829

無形固定資産の取得による支出 － △250

保険積立金の積立による支出 △913 △728

敷金及び保証金の差入による支出 △45,446 △5,801

敷金及び保証金の回収による収入 11,809 26,405

長期前払費用の取得による支出 △420 △350

投資有価証券の売却による収入 － 88

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,319 76,534
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 

 至 平成22年１月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 300,000

短期借入金の返済による支出 － △200,000

長期借入れによる収入 100,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △57,030 △105,507

社債の償還による支出 △210,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △51 －

配当金の支払額 △78,863 △70,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,944 374,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,222 △74,783

現金及び現金同等物の期首残高 617,194 587,971

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  587,971 ※1  513,187
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【重要な会計方針】

項目 
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

  個別法による原価法 

(1）仕掛品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

  (2）貯蔵品  

  個別法による原価法 

(2）貯蔵品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

  この変更に伴う損益に与える影響はあ

りません。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法） 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物                14～26年 

工具、器具及び備品  ４～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法） 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物                14～26年 

工具、器具及び備品  ４～10年 

   （追加情報） 

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によってお

ります。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。 

  

  (2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

  (3） 

────── 

(3）リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成21年１月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、翌事

業年度の支給見込額のうち、当事業年度

に負担すべき金額を計上しております。

(2）賞与引当金 

同左 

  (3） 

────── 

(3）事務所移転費用引当金 

  事務所の移転に伴う支出に備えるた

め、原状回復費用等の発生見込額を計上

しております。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産に基づき必要と認められる額を計上

しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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【会計処理方法の変更】

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会  会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

  この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

（貸借対照表） 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「立替金」（当

期末残高12,773千円）は、金額的重要性が乏しくなったた

め、流動資産の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

────── 

（損益計算書） 

  前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「社債保証料」は、営業外費用の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前事業年度の「その他」に含まれている「社債保

証料」は1,507千円であります。 

────── 

（キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」にて一括掲記しておりました「未収入金の増加

額」及び「未払金の増加額」は、当事業年度において、金

額的重要性が増したため区分掲記しております。 

  なお、前事業年度の「未収入金の増加額」は8,135千

円、「未払金の増加額」は8,466千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

  前事業年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」及

び「助成金の受取額」は、当事業年度において、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。 

  なお、前事業年度の「助成金収入」は△1,603千円、

「助成金の受取額」は1,603千円であります。 
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年１月31日） 

当事業年度 
（平成22年１月31日） 

  １ 

────── 

※１  減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

  

  ２  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行７行と当座貸越契約を締結しております。これら

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

  ２  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 千円1,450,000

借入実行残高   千円－

差引額 千円1,450,000

当座貸越極度額及び貸出 
千円1,400,000

コミットメントの総額

借入実行残高 千円100,000

差引額 千円1,300,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は７％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％でありま

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は４％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は96％でありま

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

役員報酬 千円 84,840

給与及び賞与 千円 485,615

法定福利費 千円 71,638

旅費交通費 千円 104,423

賃借料 千円 200,268

賞与引当金繰入額 千円 19,862

退職給付費用 千円 67

減価償却費 千円 14,558

役員報酬 千円 79,789

給与及び手当 千円 928,933

法定福利費 千円 133,945

旅費交通費 千円 107,335

賃借料 千円 253,005

退職給付費用 千円 11,659

減価償却費 千円 18,472

貸倒損失 千円 896

  ２ 

────── 

※２  前期損益修正益の内容は、次のとおりであります。

  

賞与引当金戻入額 千円 127,142

賞与分未払法定福利費戻入額 千円 16,375

※３  固定資産除却損の主な内容は、建物748千円であり

ます。 

※３  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

  
工具、器具及び備品 千円 26
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前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

  ４ 

────── 

※４  減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

用途・場所 種類 
減損損失
（千円）

遊休資産 

（兵庫県篠山市他) 
土地  4,390

西部事業所 

（大阪市北区） 
建物  795

東部事業所 

（東京都港区） 
建物  3,221

中部事業所 

（名古屋市中村区) 

建物 

工具、器具及び備品 
 811

横浜事業所 

（横浜市港北区） 

建物 

工具、器具及び備品 
 3,732

福岡事業所 

（福岡市博多区） 
建物  1,188

  当社は、管理会計上で区分した事業所を単位として

グルーピングを行っております。また、遊休資産及び

処分予定資産については、個別資産を基本単位として

グルーピングを行っております。 

  将来の使用が見込まれていない遊休資産、移転また

は閉鎖の意思決定を行った事業所の処分予定資産につ

いて、それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしま

した。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、遊休資産については固定資産税評価額等を基に

評価し、処分予定資産については他への転用及び売却

の可能性がないことから零として評価しております。
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前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の増加31株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

  （注）新株予約権の内容につきましては、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

発行済株式         

普通株式  882,000  －  －  882,000

合計  882,000  －  －  882,000

自己株式         

普通株式（注）  69  31  －  100

合計  69  31  －  100

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末
残高（千円） 

前事業年度末
当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度末 

自己株式オプションとし

ての新株予約権（株） 
－  －  －  －  －  －

ストック・オプションと

しての新株予約権（注） 
－  －  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年４月25日 

定時株主総会 
普通株式  79,373  90 平成20年１月31日 平成20年４月28日   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年４月24日 

定時株主総会 
普通株式  70,552 利益剰余金  80 平成21年１月31日 平成21年４月27日
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当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権に関する事項 

  （注）新株予約権の内容につきましては、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  該当事項はありません。 

  

  

  
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

発行済株式         

普通株式  882,000  －  －  882,000

合計  882,000  －  －  882,000

自己株式         

普通株式  100  －  －  100

合計  100  －  －  100

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末
残高（千円） 

前事業年度末
当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度末 

自己株式オプションとし

ての新株予約権（株） 
－  －  －  －  －  －

ストック・オプションと

しての新株予約権（注） 
－  －  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年４月24日 

定時株主総会 
普通株式  70,552  80 平成21年１月31日 平成21年４月27日   

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年１月31日現在） 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成22年１月31日現在） 

現金及び預金勘定 千円 662,971

預入期間が３ヶ月超の定期預金 千円 △75,000

現金及び現金同等物 千円 587,971

現金及び預金勘定 千円 513,187

預入期間が３ヶ月超の定期預金 千円 －

現金及び現金同等物 千円 513,187
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  29,924  17,476  12,447

ソフトウエア  5,098  1,019  4,078

合計  35,022  18,495  16,526

１年内 千円 7,019

１年超 千円 9,654

合計 千円 16,673

支払リース料 千円 9,384

減価償却費相当額 千円 9,067

支払利息相当額 千円 209

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成21年１月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  29,924  23,461  6,463

ソフトウエア  5,098  2,039  3,058

合計  35,022  25,500  9,521

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円 3,587

１年超 千円 6,035

合計 千円 9,623

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 千円 7,155

減価償却費相当額 千円 7,004

支払利息相当額 千円 131

(4）減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

  （注）１．表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２．前事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損として999千円を計上しております。なお、減損

処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行っております。 

  

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  種類

前事業年度
（平成21年１月31日） 

当事業年度 
（平成22年１月31日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 58 73 15  225  275 49

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小計 58 73 15  225  275 49

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 716 608 △108  470  363 △107

(2）債券   

① 国債・地方債等 － － －  －  － －

② 社債 － － －  －  － －

③ その他 － － －  －  － －

(3）その他 － － －  －  － －

小計 716 608 △108  470  363 △107

合計 774 681 △93  696  638 △58

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

 （千円） 

売却損の合計額 

 （千円） 
売却額（千円） 

売却益の合計額 

 （千円） 

売却損の合計額 

 （千円） 

 －  －  －  88  11  1

（デリバティブ取引関係）

2010/04/21 17:19:0809621867_有価証券報告書_20100421171845

- 45 -



  

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 千円 △331,571

②年金資産 千円 256,437

③未積立退職給付債務（①＋②） 千円 △75,134

④未認識数理計算上の差異 千円 5,853

⑤退職給付引当金（③＋④） 千円 △69,281

①退職給付債務 千円 △334,336

②年金資産 千円 297,462

③未積立退職給付債務（①＋②） 千円 △36,873

④未認識数理計算上の差異 千円 △23,867

⑤退職給付引当金（③＋④） 千円 △60,741

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 千円 36,325

②利息費用 千円 4,626

③期待運用収益 千円 △11,267

④数理計算上の差異の費用処理額 千円 △28,818

⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④） 千円 866

①勤務費用 千円 39,767

②利息費用 千円 4,973

③期待運用収益 千円 △8,975

④数理計算上の差異の費用処理額 千円 △6,741

⑤退職給付費用（①＋②＋③＋④） 千円 29,024

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

②割引率 ％ 1.5

③期待運用収益率 ％ 3.5

④数理計算上の差異の処理年数 ５年 

①退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準

②割引率 ％ 1.5

③期待運用収益率 ％ 3.5

④数理計算上の差異の処理年数 ５年 

（発生の翌事業年度から定額法により費用処理すること

としております。） 

（発生の翌事業年度から定額法により費用処理すること

としております。） 
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前事業年度（自 平成20年２月１日  至 平成21年１月31日） 

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．株式数は平成19年６月22日付で普通株式１株を４株に分割した後の株式数で表示しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

  株式数は平成19年６月22日付で普通株式１株を４株に分割した後の株式数で表示しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  平成17年度ストック・オプション   

付与対象者の区分及び人数 
取締役           ２名 

従業員           ２名 
  

ストック・オプション数（注） 普通株式      5,720株   

付与日 平成17年７月５日   

権利確定条件 

 新株予約権者のうち、会社又は関係会

社の取締役、監査役、顧問、契約社員も

しくは従業員の地位を有しているものと

する。ただし、会社の取締役が任期満了

により退任した場合、又は従業員が定年

により退職した場合にはこの限りではな

い。 

 また、権利行使の始期が到来した場合

で、会社の株式が日本国内の証券取引所

に上場された場合に限り、本新株予約権

を行使することができる。 

  

対象勤務期間 定めておりません。   

権利行使期間 
平成19年７月１日から平成24年６月30日

まで 

  

  平成17年度ストック・オプション   

権利確定前       （株）     

前事業年度末  －   

付与  －   

失効  －   

権利確定  －   

未確定残  －   

権利確定後       （株）     

前事業年度末  5,720   

権利確定  －   

権利行使  －   

失効  －   

未行使残  5,720   

  平成17年度ストック・オプション   

権利行使価格      （円）  650   

行使時平均株価     （円）  －   

公正な評価単価（付与日）(円）  －   
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当事業年度（自 平成21年２月１日  至 平成22年１月31日） 

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．株式数は平成19年６月22日付で普通株式１株を４株に分割した後の株式数で表示しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

  株式数は平成19年６月22日付で普通株式１株を４株に分割した後の株式数で表示しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

  平成17年度ストック・オプション   

付与対象者の区分及び人数 
取締役           ２名 

従業員           ２名 
  

ストック・オプション数（注） 普通株式      5,720株   

付与日 平成17年７月５日   

権利確定条件 

 新株予約権者のうち、会社又は関係会

社の取締役、監査役、顧問、契約社員も

しくは従業員の地位を有しているものと

する。ただし、会社の取締役が任期満了

により退任した場合、又は従業員が定年

により退職した場合にはこの限りではな

い。 

 また、権利行使の始期が到来した場合

で、会社の株式が日本国内の証券取引所

に上場された場合に限り、本新株予約権

を行使することができる。 

  

対象勤務期間 定めておりません。   

権利行使期間 
平成19年７月１日から平成24年６月30日

まで 

  

  平成17年度ストック・オプション   

権利確定前       （株）     

前事業年度末  －   

付与  －   

失効  －   

権利確定  －   

未確定残  －   

権利確定後       （株）     

前事業年度末  5,720   

権利確定  －   

権利行使  －   

失効  －   

未行使残  5,720   

  平成17年度ストック・オプション   

権利行使価格      （円）  650   

行使時平均株価     （円）  －   

公正な評価単価（付与日）(円）  －   
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前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

  当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産） 

賞与引当金 千円 51,670

未払事業税 千円 5,783

未払費用 千円 6,655

退職給付引当金 千円 28,155

貸倒引当金 千円 1,544

土地減損損失 千円 8,331

前払金 千円 6,167

その他 千円 1,730

繰延税金資産小計 千円 110,038

評価性引当額 千円 △8,737

繰延税金資産合計 千円 101,301

未払事業税 千円 832

退職給付引当金 千円 24,685

貸倒引当金 千円 812

減損損失 千円 14,078

事務所移転費用引当金 千円 11,189

前払金 千円 5,867

繰越欠損金 千円 218,716

その他 千円 1,559

繰延税金資産小計 千円 277,741

評価性引当額 千円 △277,741

繰延税金資産合計 千円 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失を計上している

ため記載しておりません。 

  

法定実効税率 ％ 40.6

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％ 1.3

住民税均等割 ％ 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％ 42.9

（持分法損益等）

【関連当事者情報】

（企業結合等関係）
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  （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

  

１株当たり純資産額 円 1,175.77

１株当たり当期純利益金額 円 225.39

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  円 224.59

１株当たり純資産額 円 500.21

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △595.56

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  198,774  △525,222

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 198,774  △525,222

期中平均株式数（株）  881,908  881,900

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）   －  －

普通株式増加数（株）   3,138  －

 （うちストック・オプション）  (3,138) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

──────   平成17年６月17日臨時株主総会

決議に基づく新株予約権 

新株予約権の数  1,430個 

普通株式        5,720株  

  なお、これらの概要は「第４  

提出会社の状況  １  株式等の状

況  (2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

（重要な後発事象）
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  有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。 

  

  （注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

  建物    横浜事業所及び東京テクニカルセンター移転    7,839千円 

  東京本社レイアウト変更                      7,327千円 

２．「当期減少額」及び「当期償却額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

３．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。 

  

  

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物  60,645  15,167  －  75,813  47,597  16,890  28,216 (9,272)

構築物  1,677  －  －  1,677  1,595  19  82

工具、器具及び備品  25,963  2,661  887  27,737  18,640  3,242  9,097 (477)

土地  66,839  －
4,390  62,449  －  －  62,449

(4,390)

有形固定資産計  155,126  17,829 5,277  167,678  67,833  20,153  99,845(4,390)  (9,750)

無形固定資産        

ソフトウエア  41,012  250  870  40,392  22,589  8,070  17,803

電話加入権  1,654  －  －  1,654  －  －  1,654

無形固定資産計  42,666  250  870  42,046  22,589  8,070  19,457

長期前払費用  10,703  350  1,407  9,645  9,049  166  595

【社債明細表】

銘柄 発行年月日 
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限

第６回無担保社債 平成18年３月31日  50,000  －  0.98 なし 平成21年３月31日 

合計 －  50,000  －  － － － 
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 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。 

  

  （注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

２．賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、賞与の不支給による取崩額であります。 

  

①  資産の部 

イ．現金及び預金 

  

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限

短期借入金  －  100,000  0.935 － 

１年以内に返済予定の長期借入金  45,592  119,892  1.465 － 

１年以内に返済予定のリース債務  －  －  － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）  71,678  391,871  1.465 平成23年～26年 

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）  －  －  － － 

その他有利子負債  －  －  － － 

計  117,270  611,763  － － 

  
１年超２年以内

（千円） 
２年超３年以内

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内

（千円） 

長期借入金  119,892  119,892  111,602  40,485

【引当金明細表】

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

貸倒引当金  4,232  2,000  －  3,800  2,432

賞与引当金  127,142  －  －  127,142  －

事務所移転費用引当金  －  27,532  －  －  27,532

（２）【主な資産及び負債の内容】

区分 金額（千円） 

現金  983

預金   

当座預金  446,423

普通預金  5,339

別段預金   441

定期預金  60,000

小計  512,204

合計  513,187
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ロ．受取手形 

相手先別内訳 

  

期日別内訳 

  

ハ．売掛金 

相手先別内訳 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  （注）当期発生高には、消費税等が含まれております。 

  

相手先 金額（千円） 

大塚電子㈱  4,532

合計  4,532

期日別 金額（千円） 

平成22年２月  1,600

３月  1,434

４月  1,497

合計  4,532

相手先 金額（千円） 

パナソニック㈱  51,611

㈱ニコン  22,773

ＮＥＣマイクロシステム㈱  14,142

日産自動車㈱  12,471

八幡電気産業㈱  10,176

その他  212,589

合計  323,764

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

 
────── 

(B) 
───── 

 

2

365

 546,863  3,464,532  3,687,630  323,764  91.9  45.9
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ニ．仕掛品 

  

ホ．原材料及び貯蔵品 

  

ヘ．敷金及び保証金 

  

②  負債の部 

イ．未払金 

  

当事業年度における四半期情報 

  

品目 金額（千円） 

請負事業  1,329

合計  1,329

品目 金額（千円） 

印刷物  2,580

印紙  9

合計  2,589

区分 金額（千円） 

差入保証金  140

借家敷金  134,542

合計  134,682

区分 金額（千円） 

社会保険料  72,584

その他  12,282

合計  84,866

（３）【その他】

  
第１四半期 

自平成21年２月１日 
至平成21年４月30日 

第２四半期
自平成21年５月１日 
至平成21年７月31日 

第３四半期 
自平成21年８月１日 
至平成21年10月31日 

第４四半期
自平成21年11月１日 
至平成22年１月31日 

売上高（千円）  1,057,156  783,264  737,825  722,832

税引前四半期純利益金額又

は税引前四半期純損失金額

（△）(千円) 

 116,253  △207,038  △144,161  △184,852

四半期純利益金額又は四半

期純損失金額（△）(千円) 
 53,985  △248,019  △145,622  △185,565

１株当たり四半期純利益金

額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）(円) 

 61.22  △281.23  △165.12  △210.42
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  （注）１．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の

規定により請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを

受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

 ２．平成22年４月24日より株主名簿管理人を以下のとおり変更いたします。 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ２月１日から１月31日まで 

定時株主総会 ４月中 

基準日 １月31日 

剰余金の配当の基準日 １月31日、７月31日 

１単元の株式数 100株 

単元未満株式の買取り・売渡し   

取扱場所 

（特別口座） 

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店 証券代行部 

株主名簿管理人 

（特別口座） 

東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 － 

買取・売渡手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載し

て行います。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは

次のとおりであります。 

http://www.artner.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 
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  当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第47期）（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）平成21年４月24日近畿財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成21年４月30日近畿財務局長に提出 

事業年度（第46期）（自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日）の有価証券報告書及び事業年度（第47期）

（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(3）四半期報告書及び確認書 

（第48期第１四半期）（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）平成21年６月12日近畿財務局長に提出 

（第48期第２四半期）（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日）平成21年９月11日近畿財務局長に提出 

（第48期第３四半期）（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日）平成21年12月11日近畿財務局長に提出 

(4）臨時報告書 

平成21年６月４日近畿財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著

しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

２【その他の参考情報】
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  該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の監査報告書   

  平成21年４月24日

株式会社アルトナー   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐伯  剛  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 近藤 康仁  印 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アルトナーの平成20年２月１日から平成21年１月31日までの第47期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アルトナーの平成21年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書   

  平成22年４月23日

株式会社アルトナー   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 近藤 康仁  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 中畑 孝英  印 

＜財務諸表監査＞ 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アルトナーの平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アルトナーの平成22年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
＜内部統制監査＞ 

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アルトナーの平成22

年１月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価

範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討すること

を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、株式会社アルトナーが平成22年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成22年４月23日 

【会社名】 株式会社アルトナー 

【英訳名】 ＡＲＴＮＥＲ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  関口 相三 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西大物町５番２号 

（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。） 

大阪市北区中之島三丁目２番18号 住友中之島ビル２階 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 
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  代表取締役社長関口相三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会

の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を

整備及び運用しております。 

  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止または発見することができない可能性があります。 

  

  財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年１月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

  本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その

結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され

た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点

について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。 

  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要

な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決

定しており、当社において行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を

合理的に決定しております。 

  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社のすべての事業拠点を評価対象としております。当該事

業拠点において、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及び売上原価（人件費）に至る業務

プロセスを評価の対象としております。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘

定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加してお

ります。 

  

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし

た。 

  

  付記すべき事項はありません。 

  

  特記すべき事項はありません。 

  

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３【評価結果に関する事項】

４【付記事項】

５【特記事項】
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